
空家等実態調査の実施について

■ 本調査の目的

・ これまで概ね５年ごとに調査を実施（前回は令和３年度）

・ 前回の調査から５年が経ち、本調査を実施することで、 市内全域の空家等件数、場所、状態及び
   所有者を把握

・ 調査結果を基に、空家等の適切な管理や利活用を促進するなど、空家等施策を推進

■ 現地調査　予定時期

令和８年６月下旬から11月下旬まで

■ 受託者

国際航業(株)

■ 現地調査　実施内容

・ 狛江市の腕章を着用し、市が貸与した身分証明書を携帯した調査員が調査

・ 空家等と判断した建築物については、敷地外からの目視等により建築物の状況を確認の上、
　 タブレット端末を用いて調査票に情報を記録し、外観を撮影

・ 広報こまえ及び市ホームページにより、現地調査の実施を事前に周知
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